
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第３７号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２６年４月２０日 １２時１０分ごろ 

発生場所 三重県尾鷲
お わ せ

市桃頭
とがしら

島灯台南方沖 

桃頭島灯台から真方位１５１°１.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０２.１′ 東経１３６°１６.７′） 

事故等調査の経過 平成２６年４月２２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八拓隆
たくりゅう

丸、８.５トン 

ＭＥ２-５００７（漁船登録番号）、梶賀大敷株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、桃頭島灯台南方沖を南東進中、

主機の冷却水温度が上昇し、主機の冷却水膨張タンクの補助タンクか

ら蒸気が噴き出した。 

船長は、平成２６年４月２０日１２時１０分ごろ、桃頭島灯台南方

沖において、同補助タンクから蒸気が噴き出したことに気付き、左舷

側の冷却海水船外排出口から冷却海水が排出されていないことを認

め、主機を停止させたものの、本船が無線機を搭載しておらず、ま

た、船長及び乗組員が、携帯電話を忘れていたため、救援を求めるこ

とができず、その場で本船を漂泊させた。 

本船の船舶所有会社の担当者は、出港後、約２時間経過しても本船

が帰らないため、１１８番へ通報し、海上保安部の巡視艇が捜索に当

たり、本船を発見して尾鷲市尾鷲港へえい
．．

航した。 

本船は、修理業者に点検を依頼した結果、冷却海水取入口に設置さ

れている吸入こし器にゴミが詰まっていたものの、冷却海水の取入口

にはゴミ等の付着はなく、冷却海水ポンプ及び主機に損傷がないこと

が分かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 東北東、風力 ３、視程 約３Ｍ 

海象：うねり 波向南東、波高約４ｍ 

 その他の事項 船長は、本インシデント後、航行中に冷却海水取入口にゴミ等（ビ

ニール袋、ナイロン袋等）が付着して海水の吸入ができなくなった

が、えい
．．

航中にゴミ等が外れたものと思った。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、桃頭島灯台南方沖を南東進中、吸入こし器にゴミが詰まっ

たことから、冷却海水の供給が止まり、主機の冷却水温度が上昇して

主機の運転ができなくなり、運航が阻害されたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、桃頭島灯台南方沖を南東進中、吸入こ

し器にゴミが詰まったため、冷却海水の供給が止まり、主機の冷却水

温度が上昇して主機の運転ができなくなったことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・発航前の点検を確実に行うこと。 

・定期的に冷却海水取入口に設置されている吸入こし器の清掃を行

うこと。 

・航海中、浮遊物等を吸い込むことを考慮し、適宜、船外排出口か

らの冷却海水の排出状況を見るなどして冷却海水の流れを確認す

ること。 

・非常時に備え、陸上との連絡手段を用意することが望ましい。 

 


